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動

1
0
月
１
日
～
1
2
月
3
1
日

宇
治
市
で
は
、
市
政
の
基
本
に
「

京
都
府
と
協
調
し
て
、
市
民
の
い
の

ち
と
く
ら
し
を
守
る
」
こ
と
を
か
か

げ
、
行
政
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
地
方
財
政
の
危
機
が
進
む

申
で
、
市
民
の
く
ら
し
を
守
る
た
め

市
で
は
京
都
府
に
対
し
、
府
関
係
の

行
政
な
ど
の
促
進
を
求
め
る
十
二
項

目
の
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
市
教
委
も
五
項
目
の
要
望

を
府
教
委
に
提
出
し
ま
し
た
。

〔
京
都
府
に
対
す
る
妥
望
〕

Ｈ
府
振
興
資
金
お
よ
び
府
補
助
金
に

よ
る
財
政
援
助
措
置
を
昨
年
度
以

上
に
と
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

同
京
奈
バ
イ
パ
ス
（
大
久
保
バ
イ
バ

ス
）
を
府
這
八
幡
荘
宇
治
線
か
ら

北
へ
延
長
し
て
い
た
だ
く
こ
と

国
府
這
八
幡
荘
宇
治
線
の
改
良
を
促

進
し
て
い
た
だ
く
こ
と

匈
古
川
・
井
川
の
改
修
促
進
お
よ
ぴ

名
木
川
の
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
を
実

り
組
み
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

な
お
、
事
務
局
は
宇
治
市
役
所
社
会

労
政
課
に
お
い
て
い
ま
す
。

協
議
会
の
役
員
と
委
員
は
次
の
と
お

（
敬
称
略
）

渡
辺
博
＝
宇
治
市
長

古川改修の促進など
京都府と府教委に要望

国には交付税の充実等を

▽
副
会
長
元
広
和
亨
1
1
宇
治
市
助
役

▽
委
員石

田
実
＝
甫
山
城
地
区
同
盟
議

長

信
貴
岩
雄
ｎ
同
事
務
局
長

勝
田
亮
一
＝
宇
治
・
城
陽
・
久
御

山
地
区
労
議
長
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ツ
教
室
」
な
ど
を
開
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、

野
球
や
一
乙
Ｉ
ス
、
バ
レ
ー
ポ
ー
ル
な
ど
の
運

動
用
具
の
無
料
貸
し
出
し
や
、
学
校
教
育
に

さ
し
つ
か
え
な
い
か
ぎ
り
で
体
育
館
や
グ
ラ

ン
ド
も
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
宇
治
市
体
育
協
会
が
主
催
す

る
ス
ポ
ー
ツ
行
事
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
棋
局
、
川
東
、
西
大
久
保
、
神
明
学
区

大
久
保
学
区
の
五
つ
の
地
域
で
は
、
体
育
振

興
会
が
つ
く
ら
れ
、
運
動
会
や
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会
な
ど
、
地
域
ぐ
る
み
で
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
主
的
に
グ
ル
ー
プ
を

つ
く
っ
て
活
動
し
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
団
体
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

十
月
十
日
は
「
体
育
の
日
」
。
あ
な
た
も

か
ら
だ
を
動
か
し
、
心
身
と
も
に
健
康
な
毎

日
を
送
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

施
し
て
い
た
だ
く
こ
と

国
府
這
二
尾
・
木
幡
線
に
つ
い
て
府

道
京
都
宇
治
線
よ
り
百
μ
区
間
の

拡
幅
工
事
を
爽
施
し
て
い
た
だ
く

こ
と

㈹
堂
の
川
の
改
修
を
促
進
し
て
い
た

だ
く
こ
と

㈹
心
身
障
害
児
通
園
事
業
へ
の
補
助

を
厚
く
し
て
い
た
だ
く
こ
と

㈹
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
往
診
経
費
の
助
成
と
民
族
学

校
通
学
者
へ
の
教
育
援
助
に
対
す

る
助
成
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

㈹
府
立
総
合
病
院
を
建
設
し
て
い
た

だ
く
こ
と

田
て
ん
荼
共
同
工
場
建
設
に
対
す
る

助
成
措
置
を
と
っ
て
い
た
だ
く
こ

と

㈹
京
都
府
山
城
水
道
の
将
来
計
画
を

つ
６
、
事
業
実
施
を
促
進
し
て

い
た
だ
く
こ
と

自
青
年
会
館
を
建
設
し
て
い
た
だ
く

則
包
雄
三
＝
同
事
務
局
長

山
田
吉
三
＝
宇
治
商
工
会
議
所
専

務
理
事

池
垣
博
康
=
r
1
1
1
1
K
ヵ
宇
治
工
場

こ
と

〔
府
教
委
に
対
す
る
要
ぼ
〕

Ｈ
教
職
員
引
率
旅
費
を
府
費
で
負
担

し
て
い
た
だ
く
こ
と

『
小
・
中
学
校
の
養
護
教
諭
、
事
務

職
員
、
非
常
勤
講
師
を
府
賢
で
完

全
に
配
置
し
て
い
た
だ
く
こ
と

呻
小
・
中
学
校
の
宿
日
直
代
行
者
の

賃
金
に
対
す
る
補
助
単
価
を
実
情

に
み
あ
う
よ
う
引
き
上
げ
て
い
た

だ
く
こ
と

圖
通
学
路
の
整
備
に
対
す
る
特
別
の

財
政
援
助
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

圃
社
会
教
育
関
係
事
業
の
振
興
、
施

設
の
整
備
を
促
進
し
て
い
た
だ
く

こ
と
（
学
校
開
放
事
業
へ
の
補
助

郷
土
資
料
館
の
建
設
な
ど
）

な
お
、
市
で
は
、
す
で
に
国
に
対

し
て
交
付
税
制
度
の
充
実
や
超
過
負

担
の
解
消
な
ど
三
十
五
項
目
に
わ
た

る
要
望
を
提
出
し
、
そ
の
実
現
の
た

め
に
強
ぐ
働
き
か
け
て
い
ま
す
。

長

森
本
毅
＝
大
春
工
業
社
長

池
田
昭
典
此

中
本
三
男
＝
宇
治
市
民
生
部
長

市
民
の
願
い
実
る

西
小
倉
に
府
立
高
校

’
乙
「

言連
合
育
友
会
を
は
じ
め
、
多
く
の
関

係
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
強
く
要
望
さ
れ

て
い
た
府
立
高
校
が
、
宇
治
市
内
に
建

設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
来
年
四
月
の

開
校
を
め
ざ
し
て
い
よ
い
よ
着
工
さ
れ

ま
す
。

人
口
急
増
の
宇
治
市
や
城
陽
市
な
ど

で
は
、
中
学
校
卒
業
生
が
年
々
増
え
、

こ
の
ま
ま
で
い
く
と
、
五
十
三
年
に
は

三
七
％
し
か
公
立
の
普
通
科
に
進
学
で

き
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
育
友
会
や
宇
治
久
世
教
組
な
ど

で
は
、
四
十
九
年
か
ら
府
立
高
校
の
新

設
を
府
や
府
教
委
に
要
望
。
宇
治
市
で

も
こ
れ
に
協
力
し
て
き
た
も
の
で
、
市

民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
す
す
め
て

き
た
運
動
が
実
っ
た
も
の
と
い
え
ま

す
。新

し
い
高
校
は
図
の
よ
う
に
酉
小
君

小
学
校
東
側
の
小
倉
町
甫
堀
池
に
建
設

さ
れ
、
敷
地
面
積
は
約
三
万
七
千
平
方

μ
。
来
年
四
月
か
ら
普
通
科
だ
け
で
ス

タ
ー
ト
し
、
最
終
的
に
は
各
学
年
と
も

十
ク
ラ
ス
に
な
る
予
定
で
す
。

今
年
度
、
第
一
期
工
事
分
と
し
て
建

設
さ
れ
る
の
は
、
鉄
筋
四
階
建
て
の
校

舎
と
体
育
館
で
、

士
ハ
の
ほ
か
、
管
理
諸
室
、
図
書
室
、

視
聴
覚
教
室
、
社
会
科
室
な
ど
が
設
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
通
学
区
域
に
つ
い
て
は
未
定

で
す
が
、
宇
治
、
城
陽
を
中
心
と
し
た

総
合
選
抜
地
域
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
間
も
な
く
建
殷
工
事
が
始
め

ら
れ
、
付
近
の
住
民
の
み
な
さ
ん
に
は

ご
迷
想
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
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１４

労
働
問
題
対
策
協
が
発
足

労
使
と
府
・
市
で
構
成

生
活
向
上
と
労
働
条
件
改
善
め
ざ
す

宇
治
市
で
は
九
月
十
三
日
に
宇
治
市
労
働
悶
題
対
策
協
議
会
を
発
足
さ

せ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
市
内
の
企
業
に
働
い
て
い
る
勤
労
者
の
み
な
さ
ん

の
生
活
不
安
を
少
し
で
も
取
り
除
き
、
生
活
の
向
上
と
労
働
諸
条
件
の
向

上
を
め
ざ
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
・

Ｉ
Ｉ
・
‐
‐
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！
ｆ
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Ｉ
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Ｉ
Ｉ
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く
ゝ
『
エ
ー
ー
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‘
一
Ｊ
６
ｔ

慶
経
済
成
長
政
策
Ｓ
ず
゛
は
ヽ
公

一
需
操
業
短
縮
な
ど
゛
よ
る
失
菜
者
は

害
と
諸
物
価
の
値
上
り
を
も
た
ら
し
、
依
然
多
く
、
今
で
は
全
国
で
九
十
九
万

昭
和
三
十
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た

私
た
ち
の
牛
居
を
苦
し
い
状
態
に
追
い

こ
ん
で
い
ま
す
。

景
気
は
回
復
に
向
か
っ
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
格
的
に
な
る
ま

で
に
は
ほ
ｙ
遠
く
、
相
次
ぐ
企
業
の
倒
Ｔ
ト
や
臨
時
労
働
者
を
は
じ
め
と
す
る

人
に
も
達
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。宇

治
市
内
で
も
、
イ
ン
フ
レ
Ａ
Ｊ
Ｋ
･
況

と
い
う
経
済
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
パ

一

策
、
高
齢
者
の
再
雇
用
対
策
、
零
細
企

業
に
つ
と
め
る
未
組
紐
労
働
者
の
間
題

な
ど
、
労
働
者
を
と
り
ま
く
問
題
は
山

積
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

一
は
、
国
が
抜
本
的
な
施
策
を
ほ
ど
こ
す

こ
と
が
先
決
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
取
り

組
み
が
お
く
れ
て
い
る
の
が
現
状
と
い

え
ま
す
。

そ
こ
で
、
宇
治
市
で
も
、
労
働
者
の

代
表
、
使
用
者
の
代
表
、
’
関
係
行
政
機

１
関
が
集
っ
て
、
今
回
、
協
議
会
を
作
っ

労
働
者
の
生
活
保
障
、
働
く
婦
人
を
と
た
も
の
で
す
。
こ
の
協
議
会
に
は
法
的

り
ま
ぐ
問
題
、
労
働
条
件
や
福
祉
対
一
権
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま
か
か
え

－
Ｆ
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て
い
る
労
働
問
題
に
つ
い
て
、
情
報
や

意
見
を
交
換
し
、
就
業
規
則
、
労
働
者

福
祉
、
労
働
災
害
な
ど
、
具
体
的
な
取
一
▽
会
長
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か
ら
だ
を
勣
か
す
の
は
楽
し
い
も
の
Ｉ
バ
レ
ー
ポ
ー
ル
の
練
習
に
は
げ
む
み
な
さ
ん

（
９
月
2
1
1
n
の
ス
ポ
ー
ツ
ひ
ろ
ば
）

1
0
月
1
0
日
は
「
体
育
の
日
」

こ
う
し
た
な
か
で
、
単
に
見
る
ス
ポ
ー
ツ

か
ら
実
際
に
か
ら
だ
を
動
か
す
ス
ポ
ー
ツ
へ

と
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
は

難
し
く
考
え
る
必
嬰
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず

あ
な
た
に
も
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ

う
。現

在
、
宇
治
市
で
は
、
市
民
の
方
な
ら
だ

れ
で
も
気
軽
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
行
事

と
し
て
「
ユ
ポ
ー
ツ
ひ
ろ
ば
」
や
「
ス
ポ
ー
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老
人
を
事
故
か
ら
守
ろ
う

六
月
の
あ
る
雨
の
日
の
深
夜
、
市
道
し
な
が
ら
走
っ
て
い
た
の
に
…
…
。

の
横
断
歩
逗
外
を
横
断
し
よ
う
と
し
て

Ｉ

夜
や
雨
の
日
、
ド
ラ
イ
バ
ー
は
歩
行

い
た
七
十
五
歳
の
お
と
し
寄
り
が
車
に
者
の
姿
を
と
ら
え
に
９
な
り
ま
す
。

は
ね
ら
れ
、
死
亡
す
る
と
い
う
事
故
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
車
は
制
限

速
度
で
あ
る
四
〇
キ
口
を
守
ｅ
、
注
意

「
ズ

｛
ご

と
く
に
、
お
年
寄
り
は
服
装
が
地
味
な

た
め
、
姿
が
ま
わ
り
の
景
色
に
と
け
こ

ん
で
発
見
す
る
の
が
遅
れ
ま
す
。

｛一
カー

各
年
齢
層
を
通
じ
て
、
交
通
事
故
の

儀
牲
者
が
も
っ
と
も
多
い
層
は
、
交
通

の
Ｈ
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
老
人
で
す
。

老
人
の
事
故
を
分
析
し
て
み
ま
す
と

次
の
持
徴
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

①
六
十
歳
代
の
事
故
が
老
人
の
事
故
の

六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

②
老
人
が
加
害
者
に
な
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
ぺ
老
人
の
事
故
の
九
創
夕

被
害
者
で
占
め
ら
れ
、
そ
れ
も
半
数
・

以
上
が
歩
行
中
に
起
き
て
い
る
。

③
歩
行
中
の
事
故
の
六
剤
近
く
が
横
断

歩
這
外
を
横
断
中
の
事
故
で
あ
る
。

④
歩
行
中
の
事
故
に
次
い
で
多
い
の
が

自
転
軍
乗
軍
中
の
事
故
で
、
老
人
の

事
故
の
三
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。

老
人
は
敏
し
ょ
う
性
に
欠
け
、
と
っ

さ
の
行
勣
が
と
れ
ま
せ
ん
。
ま
わ
り
の

人
や
ド
ラ
イ
バ
ー
は
い
た
わ
り
の
心
を

持
っ
て
接
し
、
ま
た
、
お
堡
冨
も
外

出
す
る
と
き
は
、
明
る
い
服
装
を
す
る

か
白
い
ハ
ン
カ
I
k
＊
持
っ
て
ド
ラ
イ
バ

ー
に
見
や
す
く
し
ま
し
ょ
う
。

（
公
害
交
通
対
策
課
）

自助車文庫(10月分）

国
債
や
年
金
が
支
給

恩
給
法
と
援
護
法
が
改
正
さ
れ
、
十

月
一
日
か
ら
戦
傷
病
者
の
妻
な
ど
に
国

價
や
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
次
に
あ
て
は
ま
る
方
は
m

条
件
を
お
確
め
の
う
え
、
市
役
所
社
会

労
政
課
で
受
給
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。
今
回
は
戦
傷
病
者
に
関
す
る
改
正

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
’

一
戦
傷
病
者
の
遺
族
の
方
に
ヽ
年
額
十
一

万
円
の
年
金
’

▽
支
給
条
件
・
・
・
第
一
款
症
か
ら
第
四
款

症
ま
で
の
傷
病
年
金
、
ま
た
は
、
特

別
項
症
か
ら
第
一
款
症
ま
で
の
増
加

‘
恩
給
の
受
給
者
が
、
昭
和
二
十
九
年

四
月
一
一
日
以
後
’
m
中
に
そ
の
給

与
事
由
以
外
の
疾
病
で
死
亡
し
て
、

遺
族
が
公
務
扶
助
料
等
ぶ
曼
給
し
て

い
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

津
星

白
志
明

0 1 014 0
９

窓腫
ケ
ケ

紫
遊
緑

鸞
1
0
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1
瓦

一
四

大小
蔭

図
内境

前
横

前
社
所
口
館

館
神
会
入
民

民
田
集
小
公

公
勢
野
開
明

開
伊
広
大
神

田

開
勢伊

四
回

野
開
明

広
大
神

5
0
5
0
5
0

柚
一

1
1
1
4

ゝ
ゝ
ゝ

0
0
1
0
0
0

1 0

1
1
1
4

恕
二
開
函
爾
凛
凛

▽
遺
族
の
条
件
…
内
縁
の
妻
、
戸
籍
の

異
な
る
子
、
事
実
上
の
父
母
、
未
成

年
の
子
、
不
具
廃
疾
に
よ
り
ｉ
ｒ
ｔ
i
ｓ
ｓ

力
の
な
い
成
年
の
子
で
、
戦
傷
病
者

と
生
計
同
一
関
係
に
あ
っ
た
場
合
、

こ
の
順
位
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
戦
傷
病
者
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
場

合
、
妻
に
額
面
六
十
万
円
（
十
年
償

還
）
の
国
債

▽
支
給
条
件
・
・
・
昭
和
四
十
一
年
発
行
の

国
債
（
記
号
＝
い
号
、
額
面
十
万
円

）
m
i
給
さ
れ
た
妻
で
、
夫
で
あ
る

戦
傷
病
者
が
昭
和
四
十
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
そ
の
傷
病
事
由
で
死

亡
し
て
お
り
、
昭
和
五
十
一
年
十
月

一
日
現
在
、
遺
族
年
金
、
公
務
扶
助

料
等
を
受
給
し
て
い
る
場
合
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
な
お
、
昭
和
四
十
一
年

発
行
の
国
債
を
』
応
さ
れ
て
い
な
い

場
合
で
も
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
あ
れ

ば
請
求
で
き
ま
す
。

一
戦
傷
病
者
の
妻
に
額
面
三
十
万
円
（

す
前
提
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と

は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

森
園
の
経
営
者
で
あ
り
、
上
林
台
頭

ｊ匹丿図″四ｒく
－
－
１｀

り茶の治宇

神
町陵

野
南

4 0
5
0

に1 0

1 1
一閃

一

’
町
公

に黄
福

０
０

旧に1 0

1
1

一

蔵
幡
屋

地六
木
岡

0 3 015 0
９

団１
１

に1 0

1 4

特
別
項
症
～
第
一
款
露
の
場
合
）
、

お
よ
ぴ
十
五
万
円
（
第
二
款
症
ぢ
第

五
款
露
の
場
合
）
の
十
年
償
還
の
国

債
が
支
給

▽
支
給
条
件
・
・
咆
和
四
十
一
年
発
行
の

国
債
（
記
号
＝
い
号
、
額
圃
十
万
円

）
を
受
給
し
た
妻
で
、
戦
傷
病
者
の

被
傷
病
時
か
ら
昭
和
五
十
一
年
十
月

一
日
ま
で
継
続
し
た
婚
姻
関
係
（
内

緑
を
含
む
）
に
あ
り
、
戦
傷
病
者
が

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
の
時
点
で

第
五
款
症
以
上
の
特
例
傷
病
恩
給
、

お
よ
び
増
加
恩
給
を
受
給
し
、
昭
和

以
前
の
宇
治
茶
業
界
を
代
表
す
る
茶

師
森
家
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
が

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
ろ
か
。

と
こ
ろ
で
、
茶
師
と
し
て
の
森
家

の
前
身
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
中
世
末
の
宇
治
茶
業
界
で
上
林

家
と
双
立
し
た
こ
の
茶
師
に
つ
い
て

は
、
従
来
、
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て

い
な
い
。
一
方
、
や
が
て
新
興
上
林

に
克
服
さ
れ
、
史
上
か
ら
そ
の
名
を
〃

「
宇
治
市
史
」
第
三
巻

発
売
中
で
す

さ
れ
て
い
な
い
方
は
至
急
「
市
民
編

さ
ん
室
」
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
予
約
申
込
み
を
し
て
い
な
い

方
も
、
ま
だ
残
部
が
あ
り
ま
す
の
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

五山
谷
山

岡
蔵

南
広
御

0
0
0

1 0 5
潔

0 0

に

1 0

1 1

1 4

雪

民
で

市
の

ら
す

か
ま

分
６
』
い

3
0
す
て

時
ま
い

．
１
き
置

後
開
を

午
で
書

の
室
図

日
書
字

2
5
．
図
点

月
館
の

1
0
会
め
・

一
た
い

会
の
さ

ぷ
者
だ

学
害
く

を
．
障
用

史
覚
利

市
視
ご

ト
ー

五
十
一
年
十
月
一
日
現
在
も
受
給
し

て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
昭
和
四
十
一
年
発
行
の
国

’
債
m
i
給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も

一
こ
れ
ら
の
条
件
が
あ
れ
ば
謂
求
で
き

ま
す
。
’
た
だ
し
、
戦
傷
病
者
が
昭
和

三
十
八
年
四
月
一
日
現
在
に
、
第
五

項
症
以
上
の
増
加
恩
給
を
受
け
て
い

る
こ
と
、
ま
た
、
昭
和
五
十
一
年
十

月
一
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
が
死
亡
し

一
て
い
る
場
合
、
再
婚
し
て
い
な
い
こ

一
と
が
必
要
で
す
・

一
回
昭
和
三
十
八
年
四
月
二
日
以
降
、
新

一
レ
ぐ
戦
傷
病
者
の
妻
に
な
ら
れ
ｔ
方

］
に
額
面
十
万
円
（
特
別
項
症
～
第
一

款
症
の
場
合
）
、
お
よ
ぴ
五
万
円
（

第
二
款
症
～
第
五
款
症
の
場
合
）
の

国
債
が
支
給

▽
支
給
条
件
・
・
・
昭
和
三
十
八
年
四
月
二

日
以
降
、
戦
傷
病
者
と
結
婚
、
ま
た

は
事
後
重
症
の
裁
定
等
に
よ
り
戦
傷

病
者
の
妻
と
な
っ
た
場
合
で
・
、
昭
和

四
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
戦
傷
病

者
が
第
五
款
足
以
上
の
特
例
傷
病
恩

給
、
ま
た
は
増
加
恩
給
を
受
給
し
て

い
る
こ
と
が
必
嬰
で
す
。

圖
滴
州
事
変
間
（
昭
和
六
年
九
月
十
八

日
～
十
二
年
七
月
六
日
）
に
、
戦
傷

、
病
者
の
妻
に
な
ら
れ
た
方
に
額
面
三

十
万
円
（
特
別
項
屁
～
第
一
款
足
の

場
合
）
、
お
よ
ぴ
十
五
万
円
（
第
二

款
底
～
第
五
款
症
）
の
国
債
が
支
給

▽
支
給
条
件
＝
・
満
雄
昼
間
に
公
務
上

の
傷
病
を
負
い
、
第
五
款
症
以
上
の

特
例
傷
病
恩
給
、
ま
た
は
増
加
恩
給

を
受
け
て
い
る
戦
傷
病
者
の
妻
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

次
回
は
、
戦
没
者
遺
族
関
係
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（

社
会
労
政
課
）

木
材

花
良

‘
改
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果
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苗
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談相良改壌土

り
な
゜

乍
と
い

回
こ
さ

四
如
匹

．
の
目

壇
ど
司

花
な
に

た
竹
皿

お
植
お

ｊ１４のそぐ

豊
か
な
水
流
と
な
だ
ら
か
な
傾
斜

面
―
こ
の
め
ぐ
ま
れ
た
自
然
環
境

‘
が
「
日
本
の
荼
」
＝
宇
治
茶
の
興
隆

＼

を
も
た
ら
し
た
不
可
欠
の
条
件
で
あ

つ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

同
時
に
、
こ
の
地
で
茶
業
に
い
そ
し

ん
だ
人
々
の
だ
ゆ
み
な
い
努
力
の
巧

を
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

近
世
（
江
戸
時
代
）
の
宇
治
茶
、

い
い
か
え
れ
ば
、
茶
師
上
林
家
台
頭

以
後
の
宇
治
茶
業
界
は
、
こ
の
茶
師

｛
の
一
統
に
よ
。
ｒ
す
べ
て
を
代
表
さ

い
れ
る
か
の
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
至

ｙ
る
室
町
時
代
の
宇
治
茶
を
「
本
茶
」

｛
の
地
位
に
昇
化
さ
せ
た
の
は
、
ほ
か

で
・
も
な
い
上
林
家
以
前
の
多
く
の
茶

丿
師
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
を
近
世
的

（

な
イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
茶
師
と
い
う

ｒ

ｙ
ｆ
’
一
一
・
一
。
／
ｔ
．
一
・
一
一
・
一
？
一
。
。
一
一
一

の
は
少
し
は
ず
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
い
ず
れ
も
が
茶
園
を
経
営
し
、

足
利
将
軍
家
や
有
力
武
家
・
公
家
そ

し
て
名
あ
る
茶
人
に
例
年
の
茶
を
供

し
て
い
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
早
く
か
ら
足
利
将
軍

の
直
臣
団
に
加
わ
り
こ
の
地
に
も
大

き
な
勢
力
を
築
い
て
い
た
宇
治
大
路

氏
、
一
時
期
に
は
伊
勢
田
郷
の
代
官

を
も
兼
ね
た
こ
と
の
あ
る
大
野
氏
、

旁
ｍ
す
と
い
う
点
で
興
味
深
い
。
そ

う
し
た
交
易
圏
の
広
さ
は
、
近
世
に

お
い
て
、
多
く
の
地
方
大
名
と
の
間

に
、
宇
治
茶
の
仲
介
的
な
役
割
を
も

果
し
た
茶
師
上
林
三
入
の
祖
と
思
わ

れ
る
藤
村
勘
丞
と
島
津
義
久
と
の
関

係
に
。
も
う
か
が
え
る
。

こ
の
他
に
も
、
中
世
の
宇
治
に
は

幾
人
か
の
茶
師
が
い
た
。
梵
舜
や
吉

田
煎
見
の
も
と
へ
茶
を
進
上
す
る
山

業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
わ
か
ら

な
い
が
、
宇
治
七
名
園
の
一
つ
に
祝

園
や
森
園
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ぱ

茶
園
経
営
者
と
し
て
の
彼
ら
の
活
動

は
東
山
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
れ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
室
町
時
代
に
お
け
る
宇
治

の
史
料
を
検
索
し
て
い
る
と
、
し
ば

し
ば
「
森
坊
」
と
称
さ
れ
る
人
物
に

中
世
の
宇
治
茶
業
界

ま
た
近
世
に
も
茶
師
と
し
て
活
躍
す

る
堀
氏
な
ど
が
、
有
力
な
茶
園
経
営

者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
そ
う
だ
。

と
り
わ
け
、
堀
氏
が
越
削
朝
倉
氏

に
茶
を
売
る
複
利
「
茶
の
売
口
と
い

」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
天
正
年

間
、
堀
四
郎
左
衛
門
な
る
も
の
が
薩

摩
の
島
津
義
久
と
の
間
に
も
茶
の
交

易
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
-
Ｖ
Ａ
Ｊ
考
え

あ
わ
せ
る
と
、
そ
の
流
通
圏
の
広
さ

田
宗
好
、
『
鹿
萄
日
録
』
に
も
そ
の

名
を
み
せ
る
策
蔵
主
、
そ
の
ほ
か
各

家
の
由
緒
香
等
に
よ
り
中
世
に
ま
で

さ
か
の
ば
っ
て
製
茶
に
た
ず
さ
わ
っ

て
い
た
と
さ
れ
る
長
者
・
味
木
・
菱

木
’
m
各
家
、
あ
る
い
は
尾
崎
坊

・
辻
坊
・
蔵
坊
な
ど
多
く
の
人
々
が

い
た
。
ま
た
『
雍
州
府
志
』
の
記
す

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
祝
・
長
井
・
森

各
家
も
義
満
・
農
政
の
頃
か
ら
製
茶

’
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・
・
く
．
．
・
・
Ｉ
・
・
・
．
！
１
一
４

め
ぐ
り
あ
う
。
そ
れ
ら
は
、
平
等
院

と
の
関
係
の
深
い
宇
治
森
坊
、
有
力

な
土
豪
と
し
て
、
ま
た
近
衛
家
の
代

官
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
た
木
幡

森
坊
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
限
ら

れ
た
せ
ま
い
地
域
だ
け
に
、
両
者
の

関
係
の
深
さ
が
’
？
か
が
え
る
が
、
堀

家
と
同
様
に
森
坊
が
こ
の
地
の
有
力

者
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
公
家
世
界

の
筆
頭
で
あ
る
近
衛
家
と
の
縁
り
の

深
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ

う
し
た
側
面
が
茶
園
の
経
営
者
、
あ

る
い
は
茶
師
と
し
て
頭
角
を
あ
ら
わ
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児
童
扶
養
手
当
1
6
歳
ま
で
拡
大

＝
手
当
額
も
引
き
上
げ
＝

児
童
扶
落
雪
の
対
象
児
童
の
年
齢

制
限
が
、
こ
の
十
月
か
ら
緩
和
さ
れ
ま

す
。兄

童
扶
養
手
当
は
、
父
と
忠
階
を
と

も
に
で
き
な
い
児
童
を
育
て
て
い
る
母

ま
た
は
母
に
か
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る

児童扶隻手当の改正

円
ら］Ｊち一

］

1

1

1

1

円

゛

1
9 6 0 0

一ぷ
ｔ

Ｅ

－
１
－
■
■

額
巾

一
竺

な
い
人
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
す
。
今

回
の
法
改
正
に
よ
り
、
そ
の
対
ま
と
な

る
児
童
の
年
齢
が
、
蕗
認
脊
修
了
ま

で
か
ら
十
六
歳
ま
で
に
引
き
上
げ
ら
れ

一
三こ三一

亘」
。
一

」
作

特別児童扶養手当の改正

記
く
３

下
て
課

め
け
生

た
受
衛

る
ず
健

守
必
保

を
で
く

康
の

健
す

の
ま

民
い

市
て９

り

は
行

で
を
゜

市
業
い

治
事
さ

宇
の
だ

宮
永
真
澄
ち
ゃ
ん
（
一
歳
）

仁‥
゛
一

つＩ
μ
・

町皿

～

言

民
・

圧

湘

ロ
ー
４

０

月
１

ま
し
た
。

新
し
ぐ
手
当
を
受
け
る
資
格
が
で
き

た
方
は
、
十
月
中
に
福
祉
事
務
所
児
童

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
十
月
分
か

ら
支
払
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
申
請
が

遅
れ
、
十
一
月
以
降
に
な
り
ま
す
と
そ

の
翌
月
か
ら
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

や
ま
た
、

扶
双
手
当
の
手
当
額
が
十
月
か
ら
表
の
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１
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－
一
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
－
－
－
－
ｌ
―
－
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ

と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

手
当
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
児
童

一

（
児
童
課
）

一
一

生
生

一

「

コ

ン
ト

一
に
1
5
」
が
1
5
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ヅ
ツ

廠
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囃
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１
Ｃ
Ｍ
ｃ
<
]
Ｔ
-
Ｈ
ｅ
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０
］
・
貼

１
’
１
一

談相圧血

談
一

一

ナ一

相
コ

ま
を

い
力

て
協
゜

し
ご
す

足
の
ま

不
ん
し

か
さ
い

液
Ｏ
な
願

血
す
み
お

欧血デー10.12

1
0
月
９
日
か
ら

市
民
文
化
祭

狂
犬
病
予
防
接
種

必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い

狂
犬
病
予
防
接
種
は
、
春
秋
の
二
回

受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
犬
を
飼

っ
て
い
る
人
は
、
必
ず
受
け
て
く
だ
さ

い
。
費
用
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
こ
と
し
の
春
に
注
射
ず
み
の
犬
は
七

百
九
十
円

・
こ
と
し
の
春
に
受
け
て
い
な
い
犬
は

千
九
十
円

な
お
、
不
用
な
犬
・
ネ
＝
は
毎
週
月

躍
日
の
午
前
中
に
保
健
所
へ
連
れ
て
き

▽
劇
団
ち
か
ら
公
演
＝
・
市
民
会
館

「
戦
国
の
嵐
一
幕
二
場
」

十
月
九
日
午
後
七
時
～
八
時
半

十
月
十
日
午
後
二
時
～
三
時
半

開
場
は
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
前

▽
菊
花
展
・
・
‘
市
民
会
館
駐
軍
場

十
月
二
十
五
日
ふ
一
月
七
日

時
間
は
午
前
九
時
～
午
後
六
時

▽
三
曲
演
奏
会
・
・
・
市
民
会
館

十
月
三
十
一
日
正
午
～
五
時

（
社
会
教
育
課
）

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
犬
の
巡
回
引
き

取
り
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〔
犬
の
巡
回
引
き
取
り
〕

☆
巡
回
日
・
・
・
十
月
十
二
日
（
火
）

菟
遭
公
民
館
＝
午
前
十
時
三
十
分

賃
ｆ
Ｍ
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ｒ
=
十
時
四
十
分

木
幡
公
民
館
＝
十
時
五
十
分

小
倉
公
民
館
―
十
一
時

開
公
民
館
ｎ
十
一
時
十
分

旦
椋
公
念
↑
十
一
時
二
十
分

日
赤
社
資
の
お
礼
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募
集
し
ま
す

．
て
い
る
こ
と
。
③
技
能
者
と
し
て
経

・

｀

■
技
能
功
労
者
の

推
せ
ん
受
付

十
一
月
二
十
三
日
の
勤
労
感
謝
の
日
一

に
「
技
能
功
労
者
」
を
表
彰
し
ま
す
。
い

験
年
数
が
三
十
年
以
上
で
、
十
一
月

二
十
三
日
現
在
で
満
六
十
歳
以
上
の

人
。
④
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
技
能
を

持
ち
、
ほ
か
の
技
能
者
の
模
範
と
認

め
ら
れ
る
〈
｛
一
項
き
続
き
そ
の
職

業
に
従
事
し
、
同
一
職
業
の
指
導
的

立
場
に
あ
る
人
。
⑤
小
規
模
の
事
業

所
で
従
事
し
て
い
る
こ
と
。

』
彩
の
対
象
と
な
る
職
種
と
推
せ
ん
７
推
せ
ん
団
体
に
加
入
さ
れ
て
い
る
人

一
頭
項
は
次
の
と
お
り
。

一
▽
霜
尖
エ
、
昏
、
薦
、
ブ
・

に
つ
い
て
は
、
そ
の
団
体
を
通
じ
て

お
願
い
し
ま
す
。

ブ
ク
積
エ
、
屋
根
職
、
電
気
工
事
士
Ｖ
団
体
に
加
入
さ
れ
て
な
い
人
に
つ
い

一
諾
エ
、
馨
エ
、
誕
エ
、
雛
一

一
工
、
製
茶
工
、
造
園
工
、
陶
工
、
石
一

エ
ヽ
家
具
製
造
エ
ヽ
畳
職
ヽ
建
具
師
一

て
は
、
本
人
ま
た
は
ど
な
た
で
も
結

構
で
す
の
で
推
せ
ん
し
て
い
た
だ
き

社
会
労
政
課
へ
連
絡
く
だ
さ
い
。

時
計
修
理
工
、
表
具
師
、
洋
裁
師
、
１
１
・
申
し
込
み
の
締
め
切
り
日
は
、
十
月

師
、
豆
腐
・
こ
ん
に
ゃ
く
製
造
エ
、
・

写
真
師
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
ま

1
1
1
1
－
－
．

和
裁
師
、
美
容
師
、
理
容
師
、
調
芦
十
二
日
（
火
）

で
す
。

（
社
会
労
政
課
）

・
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
、
染
色
整
理
工
、
」
■
第
五
回
市
民
オ
リ
ェ
ン

将
板
職
、
ク
ジ
ー
ー
ン
グ
師
、
自
動

車
整
備
士
、
溶
接
工
、
ボ
イ
ラ
ー
工

土
木
技
術
士
、
そ
の
ほ
か
市
長
が
適

当
と
認
め
た
職
種
。

▽
推
せ
ん
娶
項
・
・
・
①
市
内
に
引
き
続
き

五
年
以
上
住
ん
で
い
る
技
能
者
。
②

市
内
の
事
業
所
に
五
年
以
上
勤
務
し

琵
且
以
が

十
四
歳
、
八
μ
。
Ｃ
＝
・
壮
年
組
三

十
五
歳
以
上
六
μ
。

・
グ
ル
ー
プ
家
族
組
・
・
・
子
供
（
十
二

歳
以
下
）
と
尽
人
、
八
μ
。
一
般

組
Ａ
・
・
・
高
校
生
以
上
の
凪
￥
、
十

μ
。
Ｂ
・
・
・
そ
の
他
、
八
μ
。

▽
参
加
料
・
・
・
お
と
な
も
こ
ど
も
も
三
百

円
。
グ
ル
ー
プ
は
一
組
五
百
円
。

▽
申
し
込
み
・
・
・
十
月
三
十
日
ま
で
に
往

教
育
課
へ
。

け
ま
す
。

（
社
会
教
育
課
）

■
第
五
回
市
民
美
術
展

十
一
亘
一
百
（
金
）
か
ら
六
日
（
月

）
ま
で
の
四
日
間
、
市
民
会
館
で
開
か

れ
ま
す
。

▽
出
品
嬰
項
・
・
・
①
作
品
は
日
本
国
・
洋

画
・
版
画
②
大
き
さ
は
八
号
以
上

五
十
号
ま
で
③
点
数
は
一
人
二
点

ま
で
④
資
格
は
宇
治
市
民
ま
た
は

市
内
に
勁
務
し
て
い
る
人
⑤
出
品

一
九
時
に
宇
治
川
場
の
島
。
雨
天
の
Ｉ
料
は
一
人
千
Ｑ

場
合
は
十
四
日
。
一
・
出
品
作
品
の
申
し
込
み
は
、
十
月
十

一
▽
ク
ラ
ス
・
距
岨
五
日
か
ら
十
一
月
十
吾
ま
で
に
教

・
個
人
Ａ
・
・
少
年
組
十
三
～
二
十
歳

一

六
ａ
。
Ｂ
・
・
・
青
年
組
二
十
一
～
三

育
委
員
会
社
会
教
育
課
へ
。

（
社
会
教
育
課
）

冲
雄
涛

ご
結
納
は
心
を
納
め
る
も
の
で
す
。

そ
の
意
義
深
い
ご
結
納
を
と
ど
こ
お
り

な
く
お
納
め
い
た
だ
く
た
め
に
老
舗
の

岩
上
で
は
ご
納
得
の
い
く
ま
で
ご
説
明

申
し
上
げ
、
輝
し
い
門
出
の
お
手
伝
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

尚
、
ご
希
望
の
お
客
様
に
は
お
宅
ま
で

お
伺
い
し
ご
結
納
の
飾
り
付
も
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

ｙ
結
納
相
談
＝
Ｉ
ナ
ー
常
設
｀

○
引
出
物
・
記
念
品
・
表
札
・
招
待
状

礼
状
の
印
刷
も
何
卒
、
岩
上
に
御
用

命
下
さ
い
ま
す
よ
う
御
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

結
納
の
老
舗

熹
ふ
商
店

宇
治
市
宇
治
僑
通
り
二
丁
目

ａ
ｇ
ｕ
仙
－
ニ
こ
二
五
番

Ｉ
山
（
９
’
四
）
⑩
－
一
四
三
番

広
蓋
・
富
久
紗
を
無
料
で

お
貸
し
致
し
て
お
り
ま
す
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健康を

守るために



1
0
月
の
相
談
カ
レ
ン
ダ
ー

もえないゴミ収集日程

表

す
み
よ
い
環
境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

し尿収集日程表

宇
治
市
民
憲
章
か
ら

ダンボール類などは

小さく束ねて

ゴミの水切りは

十分にしてください。

市役所清掃課

城南衛生管理組合
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